
習志野商工会議所創立３０周年記念事業習志野商工会議所創立３０周年記念事業習志野商工会議所創立３０周年記念事業習志野商工会議所創立３０周年記念事業    

    わくわくスポーツ＆音楽フェス２０１７「わくわくスポーツ＆音楽フェス２０１７「わくわくスポーツ＆音楽フェス２０１７「わくわくスポーツ＆音楽フェス２０１７「PRPRPRPR ブース」ブース」ブース」ブース」    

募集要項募集要項募集要項募集要項    
 

１．目１．目１．目１．目    的的的的    

  「スポーツと音楽のまち 習志野」の魅力を広く内外に発信するとともにスポーツ・文化を通じた街づくりをさら

に推進することで街のイメージの向上と津田沼地域の賑わい創出を図る。 

当事業では、地域のスポーツ及び健康関連事業者の広報活動により新規顧客獲得の機会とするほか、市内

の音楽家による演奏を通じて郷土愛を育むなど、地域住民と事業者の交流による新たな地域コミュニティ形成

を目的に実施する。 

 

２２２２．．．．出店出店出店出店日時日時日時日時    

   ①平成２９年１０月２８日（土） 午前１０時００分～午後６時００分 

   ②平成２９年１０月２９日（日） 午前１０時００分～午後６時００分 

   

３．出店３．出店３．出店３．出店場所場所場所場所    

津田沼公園（ＪＲ津田沼駅南口 モリシア津田沼前） 

 

４４４４．募集項目及びコマ数．募集項目及びコマ数．募集項目及びコマ数．募集項目及びコマ数 

募集項目 会 場 コマ数 コマの規模及び設備 出店料 

ＰＲブース 津田沼公園 
各 日 

9 コマ 

・テント付き 

・１コマサイズ：２．７ｍ×３．６ｍ 

・長机1 本、コンセント１口、照明付き 

無 料 

・申込みコマ数は、各日１事業所１コマ。ただし、申込事業所が多数の場合は、出店日を調整したします。 

・出店内容は当イベントのテーマであるスポーツ及び健康をテーマとしたサービス及び販売とし、事業所の販

促活動に繋がるもの。 

・サービス（体験）に対しての参加料は、原則無料。有料とする場合は 1 回 1,000 円（税込）以下で設定して下さ

い。また、物販については、高額な商品の取扱いは控えて下さい。 

 

５５５５．申込方法．申込方法．申込方法．申込方法 

(１)申込方法 …参加申込書に必要事項をご記入のうえ、習志野商工会議所まで郵送、FAX 

（０４７－４５２－６７４４）または持参ください。窓口 午前９時～午後５時（土・日・祝を除く） 

（２）受付期間 … ７月１０日（月）～８月１８日（金） 

 

 

６６６６．参加に関する事項．参加に関する事項．参加に関する事項．参加に関する事項    

（１） 出店料 

   無  料 

 

（２） 出店の決定 

習志野商工会議所（イベント企画運営委員）が出店企画内容を審査、決定します。 

 

（３） 電気の使用について 

照明以外に電気を使用する場合は、事前に当所にご相談下さい。 

なお、電気使用の上限は１コマ １．５ｋｗです。 

 

  



（４） 火気の使用について 

火気を使用は、原則禁止。（使用する場合は事前に当所にご相談下さい。） 

 

（５） 出店物及び会場の管理 

    出店物の保管は自主管理とします。主催者は一切責任を負いません。 

 

（６）雨天の対応 

   荒天の場合は、イベントを中止いたします。 

 

（７） 駐車場について 

出店者専用の駐車場はご準備しておりません。（近隣の商業施設等の有料駐車場等をご利用下さい。 

なお、駐車料金は自己負担をなりますのでご了承下さい。） 

    

（８） 車両の搬入搬出について 

会場への搬入搬出は当日に行い､時間厳守でお願いします。前日搬入はできません。 

〇搬入時間 …平成２９年１０月２８日（土）・２９日（日） 午前７時３０分～午前９時２０分 

〇搬出時間 …平成２９年１０月２８日（土）・２９日（日） 午後６時３０分～午後８時００分 

 

（９） 実演等の事故 

自己のコマ内で生じた事故､損害に対し､主催者は一切責任を負いません。 

 

 （10） 販売品に対するクレーム 

販売品及びサービスに対する顧客からのクレームについては、出店者において対処して下さい。主催者 

は一切責任を負いません。 

 

７７７７．．．．    その他その他その他その他    

・テント、その他の持込み及び自己のコマ外での展示・実演は､会場内が大変混雑しますので､お断りします。 

・他の出店者に迷惑となる行為は一切しないで下さい。当商工会議所の指示に従わない場合は、出店を取り

やめていただく場合があります。 

・偽ブランド品については、一切取り扱わないで下さい。取扱いが発覚した場合は、出店を取りやめていただ 

きます。 

・会場及びその周辺では、ドローン（小型無人機）の飛行を禁止しています。ドローンの販売はご遠慮下さい。 

・本申請に伴う個人情報は、当イベント事業以外に使用しません。 

 

 

 
≪申込み・問合せ先≫ 

■習志野商工会議所 中小企業支援室 

住 所：〒２７５－００１６ 習志野市津田沼４－１１－１４ 

電 話：０４７－４５２－６７００ 

F A X：０４７－４５２－６７４４ 

 


